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１　住民票謄本（続柄の記載されたもの）

　

※配偶者がいる場合は、必ず配偶者も移住定住すること。

 霧島市役所

２　申請者の戸籍の附票

  ※転入者が移住直前の１年間に霧島市に住民記録がなかったかを

    確認するためのものです。

３　土地の登記事項証明書

 鹿児島地方法務局

 霧島支局

４　住宅の登記事項証明書

 鹿児島地方法務局

 霧島支局

５　土地の購入契約書の写し

   ※印紙税法上（別紙－１）の印紙が貼ってあるか、確認してください。

６　住宅の新築若しくは購入に関する契約書の写し又は

　　住宅の新築若しくは購入時の経費が確認できる書類

   ※印紙税法上（別紙－１）の印紙が貼ってあるか、確認してください。

７　

住宅の平面図（建築確認申請又は工事請負契約書の附属図書の

    写し）及び位置図

 住宅販売業者等

８　住宅の全景写真

1

枚

 申請者自身

９　滞納なし証明書又は過去１年度分の課税されている税の

    納税証明書（※別紙－２を参考にしてください。）

 

過去1年間住所を

 

有した市区町村

10

　自治会加入及び定住に関する誓約書

(

第３号様式

)

 申請者自身

11

　自治会加入証明書

 加入した自治会長

区　分 当初交付申請時添付書類 書類を求める機関

１　住民票謄本（続柄の記載されたもの）

　

※住宅取得補助金に同じ。

 霧島市役所

２　申請者の戸籍の附票

  

※住宅取得補助金に同じ。

 本籍地のある

 市区町村役所

３　住宅の登記事項証明書

 鹿児島地方法務局

 霧島支局

４　

住宅の増改築の

経費が確認できる書類（明細）

 住宅販売業者等

５　住宅の増改築に関する領収書の写し又は支払額を確認できる書類

 住宅販売業者等

６　住宅の増改築を行った部分を示す平面図及び位置図

 住宅販売業者等

７　住宅の全景写真1枚及び増改築を行った部分の写真数枚

 申請者自身

８　

滞納なし証明書又は過去１年度分の課税されている税の納税

　　証明書 （※別紙－２を参考にしてください。）

 

過去3年間住所を

 有した市区町村

９　自治会加入及び定住に関する誓約書(第３号様式)  申請者自身

１０　自治会加入証明書  

加入した自治会長

※押印個所はシャチハタ不可

増改築

　※中古住宅購入に係る住宅取得補助金と住宅増改築補助金を重複申請する場合、住宅

    増改築補助金に係る添付書類は、４、５、６、７だけとする。

 土地販売業者等

 住宅販売業者等

別表第２（第４条関係）

霧島市ふるさと創生移住定住促進補助金当初交付申請時添付書類

【住宅取得補助金】

 本籍地のある

 市区町村役所

【住宅増改築補助金】

住宅取得

（新築・中古

購入）


第１号様式(第４条関係)
霧島市ふるさと創生移住定住促進補助金当初交付申請書

令和　　年　　月　　日　　

　霧島市長　中重　真一　様

 申請人　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)　　
         電話番号
　霧島市ふるさと創生移住定住促進補助金の交付（当初交付）を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

記

１　補助対象者の分類　転入定住者　・　転居定住者

２　補助金の種類　　　住宅取得補助金　・　住宅増改築補助金　・　家賃補助金

３　転入又は転居年月日　　　　　年　　　月　　　日

４　居住開始年月日　　　　　　　年　　　月　　　日

５　同居家族の状況等（申請年月日現在）

	　
	氏名
	続柄
	生　年　月　日
	年齢
	職業
	備考

	世　帯　構　成
	世　帯
責任者
	　
	本人
	年　　月　　日
	
	
	

	
	世帯員
	　
	　
	　年　　月　　日
	
	
	

	
	
	　
	　
	　     年　　月　　日
	
	
	

	
	
	　
	　
	　     年　　月　　日
	
	
	

	
	
	　
	　
	　     年　　月　　日
	
	
	

	種別
	新築住宅
	土地取得年月日
	　　　　　　　年　　　月　　　日

	
	
	新築住宅取得年月日
	　　　　　　　年　　　月　　　日

	
	中古住宅
	中古住宅取得年月日
	　　　　　　　年　　　月　　　日

	
	増改築住宅
	増改築住宅完成年月日
	　　　　　　　年　　　月　　　日

	
	賃貸住宅
	賃貸借契約年月日
	　　　　　　　年　　　月　　　日

	
	
	月額賃料
	　　　　　　　　　　　　　　　円

	その他
事項
	※移住先

　市　街　地：（国分、隼人）

　中山間地域：（国分、溝辺、横川、牧園、霧島、隼人、福山）


第３号様式(第４条関係)

自治会加入及び定住に関する誓約書

私は、　　　　　　　自治会に加入し、自治会活動及び地区自治公民館活動に積極的に参加することにより地域の活性化に寄与します。また、定住の意思をもって居住します。

なお、霧島市ふるさと創生移住定住促進に関する条例第８条第１項各号のいずれかに該当することになったときは、市長が指定する金額を返還します。

令和　　年　　月　　日

　　申請人　住所　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　

霧島市長　中重　真一　　様

霧島市ふるさと創生移住定住補助金【対象自治会用】
自治会加入証明書
申請人　住所　　　 霧島市
　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　
申請人　　　　　　　　　は、令和　　年　　月　　日現在　　　　　　　自治会に
加入していることを証明します。
年　　月　　日　
　　　　　　　　　　　　　　自治会名　　　　　　　　　　　　　　　　自治会
　　　　　　　　　　　　　　自治会長住所　　霧島市　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　自治会長氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印
霧島市ふるさと創生移住定住に関する条例（抜粋）
（補助金の返還）
第８条　市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
⑴　住宅取得補助金又は住宅増改築補助金の交付を受けた者が初めて当初補助金の交付を受けた日から５年以内に生活の本拠を移すことになったとき。

⑵　住宅取得補助金又は住宅増改築補助金の交付を受けた者が初めて当初補助金の交付を受けた日から５年以内に、当該補助金の交付対象となった住宅を売却、譲渡又は貸し付けしたとき。
⑶　家賃補助金の交付を受けた者が初めて当初補助金の交付を受けた日から３年以内に生活の本拠を移すことになったとき。ただし、当該転居先が中山間地域内にある場合はこの限りでない。
⑷　提出した書類に偽りその他不正があったとき。
⑸　この条例の規定に違反したとき。
⑹　前各号に掲げるもののほか、市長が相当と認める事由があったとき。
第６号様式（第６条関係）
霧島市ふるさと創生移住定住促進補助金当初交付請求書
令和　　年　　月　　日

　　霧島市長　中重　真一　　様

申請人　住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　令和　　年　　月　　日付け地第　　　　号で交付決定及び確定通知のあった霧島市ふるさと創生移住定住促進補助金（当初交付分）について、霧島市ふるさと創生移住定住促進に関する条例施行規則第６条の規定に基づき、下記のとおり請求します。

記
１　請　求　金　額　　　　　　　　　　　　　　円
２　補助金の受取を希望する口座番号等
	金融機関名
	

	支店名
	

	預金種類
（いずれかに〇を付けること）
	普通・当座・貯蓄・その他（　　　　　　）

	口座番号
	

	フリガナ
	

	口座名義人
	


　　　口座名義人については必ず請求者名と一致すること。
（別紙－１）
【印紙税法について】　令和４年４月改定（軽減措置を２年延長）
印紙税法にもとづく印紙税額は次のとおりです。

①不動産売買契約（～平成26年3月31日まで）…本則税率
　　　　　　　　　　　10万円を超え　50万円以下のもの　　　　400円

　　　50万円を超え100万円以下　〃　      1,000円

　　　　　　　　　　　100万円を超え500万円以下　〃　     2,000円

　　　　　　　　　　　500万円を超え１千万円以下　〃　    10,000円

　　　　　　　　　　　1千万円を超え5千万円以下　〃　    15,000円


　　　　　　　　（平成26年4月1日～令和６年3月31日）…軽減措置
　　　　　　　　　　　10万円を超え　50万円以下のもの　　　　200円

　　　50万円を超え100万円以下　〃　      　500円

　　　　　　　　　　　100万円を超え500万円以下　〃　     1,000円

　　　　　　　　　　　500万円を超え１千万円以下　〃　     5,000円

　　　　　　　　　　　1千万円を超え5千万円以下　〃　    10,000円

②建設工事請負契約書（～平成26年3月31日まで）　…本則税率
　1万円以上100万円以下のもの　        200円

　　　　　　　　　　　100万円を超え200万円以下　〃　　    400円

　　　　　　　　　　　200万円を超え300万円以下　〃　　  1,000円

　　　　　　　　　　　300万円を超え500万円以下　〃　　  2,000円
500万円を超え1千万円以下　〃　　 10,000円
1千万円を超え5千万円以下　〃　　 15,000円

　　　　　　　　（平成26年4月1日～令和６年3月31日）…軽減措置
　1万円以上100万円以下のもの　        200円

　　　　　　　　　　　100万円を超え200万円以下　〃　　    200円

　　　　　　　　　　　200万円を超え300万円以下　〃　　  　500円

　　　　　　　　　　　300万円を超え500万円以下　〃　　  1,000円
500万円を超え1千万円以下　〃　　  5,000円
1千万円を超え5千万円以下　〃　　 10,000円

③商品販売代金及び請負代金の領収書　５万円未満のもの　                   非課税

　　　　　　　　　　　　　　　　　　５万円を超え100万円以下のもの　   　200円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　100万円を超え200万円以下　〃　　 　400円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　200万円を超え300万円以下　〃　　 　600円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　300万円を超え500万円以下　〃　　 1,000円
500万円を超え1千万円以下　〃　   2,000円
1千万円を超え2千万円以下　〃　　 4,000円
2千万円を超え3千万円以下　〃　　 6,000円
3千万円を超え5千万円以下　〃　　10,000円
（別紙－2）
【滞納なし証明書又は
過去３年度分の課税されている税の納税証明書について】
○市区町村税とは、次の税のことです。

市区町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税の4税。
　　※市区町村税については、毎年1月1日現在の住所地で課税されています。
○市区町村によっては、「滞納なし証明書」を発行できる自治体、「納税証明書」しか発行できない自治体があります。

　※過去3年度分の「納税証明書」を発行していただければ間違いありません。（全ての市区町村で発行しています。）
· 「納税証明書」を発行する自治体の場合

上記4税のうち、課税されている税目を確認して納税証明書をもらってください。
（過去3年分の市区町村民税の納税証明書発行行政機関）

	年度
	住民税
	固定資産税
	軽自動車税
	国民健康保険税（料）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


· 「滞納なし証明書」を発行する自治体の場合

過去（住所を有していた期間）すべてにおいて課税されている税に滞納がないことを証明する書類です。（1枚で済むので便利です。）

前住所地での住所を有していた期間が3年未満の場合は、さらに前々住所地から証明をもらってください。

〈例〉「上記の者は、○年○月○日現在において、市税の滞納のないことを証明する。」
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